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ろすのん



● 「食品ロス」 ＝ まだ食べられるのに捨てられる食品

● 食品廃棄物は年間約1,700万トン、うち食品ロスは約500～800万トン

● 食品ロスの約半分は家庭から

① 消費者基本法が規定する「消費者」

食品ロスは、消費者一人一人がその必要性を認識し、何ができるか考え、日常生活

の中で工夫することで、状況を変えることができる社会問題。

②「消費者市民社会」の実践

消費者が自らの行動を通じて、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する

社会。

③ 事業者の支援

事業者が連携して、納品期限の見直しや賞味期限の延長などに取り組んでいる。

消費者庁参画の背景

消費者と「食品ロス」との関わり



「消費者」 ： 消費者基本法 第７条第１項

消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な

情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

「消費者市民社会」 ： 消費者教育の推進に関する法律 第２条第２項

この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消

費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来

の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものである

ことを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

参照条文



食品ロス削減関係省庁等連絡会議

提言

食品ロス削減に向けた国民運動
～ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳプロジェクト～

農林水産省

内閣府
（食育推進室）

環境省

消費者庁
文部科学省

経済産業省

食品ロス削減に関する意見交換会

消費者庁に設置、計13名で構成

（座長：上村協子・東京家政学院大学副学長）

消費者に対する効果的な普及啓発

方策を検討

（全３回；平成25年10月・12月、平成26年2月）

平成26年３月に取りまとめを公表

食品事業者

学識経験者 地方自治体

消費者団体

広報関係者

平成24年度に設置

関係行政機関が連携

消費者の意識改革等を推進

展開



○ 宴会・披露宴・宿泊施設で

提供した食事のうち

食べ残し量の割合10～15％

（農林水産省調査（平成２１年度））

※食堂・レストランは約３％

○ １年間で発生する食品ロスの

金額約1.5～2.4万円／人

○ 家庭から出る生ごみのうち

・ 22.2% 「手つかず食品」

・ 15.7% 「食べ残し」

○ 捨てられる「手つかず食品」

のうち約1／4が賞味期限前

（京都市、山口県ＨＰより）

○ 流通・調理・販売の過程で発

生する過剰在庫品・破損品、

売れ残りなどが食品ロスに

（これまでの商慣習も影響）

家
庭

外食事業者食品事業者

家庭から出される生ごみの内訳
（京都市 平成19年調査より）

食品ロス
３８％

調理くず
５６％

そ
の
他

事
業
者



（参照） 農林水産省HP ： http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kigen.html

品質

保存日数

安全に食べ
られる限界

製造日 消費期限 賞味期限

→

↑ ↑ ↑

早く悪くなるもの

劣化が比較遅いもの

まだ食べられる

賞味期限と消費期限のイメージ（開封前）

期限を過ぎたら食べない方

がよい期限 (use-by date)

《例》 弁当、サンドイッチ など

おいしく食べることができる期限

(best-before)

※過ぎても、すぐ食べられない

ということではない。

《例》 スナック菓子、カップめん など



普及啓発方針

事業系
約641万トン

食品由来の廃棄物
約1713万トン

食品産業

商慣習見直し進行

外食産業

「食べきり」運動

④事業者を応援する雰囲気づくり

・事業者の取組を消費者に情報提供
・食べきり運動の事例収集・紹介

現 状 等

食品ロス

推定300～

400万トン

● 地方公共団体、消費者団体、民間団体などとも連携し、官民が一体となって取り組む。

● 消費者の日常生活や家計に結び付けた「分かりやすい問題提起」と「楽しく実践できる

方策の提案」を通じて、食品ロスの認知度向上と削減に向けた協力を促す。

家庭系
約1072万トン

②期限表示の理解度アップ
消費期限：食べ切る期限
賞味期限：食べ頃の期限 等と説明

①食品ロスの認知度アップ

画像や調査で
「見える化」

食品ロス

推定２00～

400万トン

世界の
食糧事情

家計との
つながり

③楽しくできる方策やコツを提案

使いきり料理

フードバンク保存・備蓄

買い物の工夫

出典：農林水産省試算

食べ残し
調理くず 等

手つかず食品 年齢・性別・季節etc に応じて



①「食品ロス」の認知度アップ：ろすのんを活用した問題提起

② 期限表示の理解度アップ：「賞味期限・消費期限」の周知

③ 事業者の取組状況の紹介：事例紹介、協力呼びかけ

④ 外食における食べ切り運動：店選び、注文、最後の10分 等

「ろすのん」紹介チラシ （①関連） 「期限表示」周知チラシ（②関連）



青森県
・主要自治体生ごみ組成調査
・生ごみ減量を考えるシンポジウムと出前講座

鶴田町
家庭系食品ロス実情調査

仙台市
食品ロス削減等の周知啓発

富山県
食品ロスに関する消費行動改善

山梨県
・一般家庭生ゴミの組成等調査
・啓発等に関する事業

松本市
食品ロス削減事業

白山市
消費者教育啓発

洲本市
食材の使い切り術を取り込んだ
「レシピ集」の作成

山形県
・ごみゼロクッキング講座（仮称）
・食べきり運動（飲食店とタイアップ）

札幌市
消費者を対象とした食品ロス削減

東京都
食品ロス削減に向けた普及啓発

新発田市
食の循環しばたモッタイナイ運動

福井県
「おいしいふくい食べきり運動」

兵庫県
野菜まるごとプロジェクト

岡山市
食品ロス削減のための
・生ごみ組成調査
・普及啓発事業

穴水町
食品ロス削減対策事業

水俣市
・生ごみ組成調査
・「ぜ～んぶ食べきるモン！」

キャンペーン

地方公共団体の事業例 （③・④関連）
－平成25年度に消費者庁「地方消費者行政活性化基金」を活用して行われている事業－

【取組の対象】
ピンク：家庭
青：家庭及び外食等

※ 事業計画書等を基に

消費者庁にて整理



① 予約時に好みなどを伝える

② 小盛りメニューを上手に活用する

③ 食事を楽しむ時間をつくる

（開始後３０分、お開き前１０分など）

① 期限表示を正しく理解する

② 買い物前に在庫を確認する

③ 食品は正しく保存する

④ 買った食品の使い切りを心がける

（１度に食べきれる量を調理する）

１．歓送迎会・お花見など、外食や宴会が増える季節が近づいています。

２．消費税率アップ前の「駆け込み」消費がみられます。

① 客の食べきりに向けた取組

・小盛りや量を選べるメニューの提供

② 客とのコミュニケーションを増やす

・ 料理提供時やお開き前の声かけ

① 購入された食品の期限前に自主的

な食べきりの呼びかけ

例）買いだめの多かった食品を活用

したレシピの周知

本日の話を踏まえ、まず以下の点にご協力お願いします。

消費者の皆様へ 外食事業者の皆様へ

消費者の皆様へ 小売事業者の皆様へ


